
日 曜日 行事予定 1年 2年 3年 4年 5年 6年 日 曜日 行事予定

1 木 14:25 15:15 1 日 元日

2 金 2 月 振替休日

3 土 3 火

4 日 4 水 学校閉庁日

5 月 5 木 学校閉庁日

6 火 委員会 6 金

7 水 7 土

8 木 14:25 15:15 8 日

9 金 9 月 成人の日

10 土 10 火 冬休み明け集会　4時間授業

11 日 11 水 読み聞かせ

12 月 12 木

13 火 13 金

14 水 14 土

15 木 ８の字大会 14:25 15:15 15 日

16 金 16 月 ５期学年部集会　身体測定

17 土 17 火 委員会　身体測定

18 日 18 水 身体測定

19 月 通学班長会 19 木

20 火 クラブ 15:15 20 金 集会（図書）　図書週間（～2/3)

21 水 21 土

22 木 ６年生薬物乱用防止教室 14:25 15:15 22 日

23 金 23 月

24 土 24 火

25 日 25 水 学校保健安全委員会

26 月 冬休み前集会 26 木 5時間授業

27 火 学校閉庁日 27 金 新１年生保護者説明会

28 水 28 土

29 木 29 日

30 金 30 月

31 土 大晦日 31 火 クラブ
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12月分　親育ちコーナー　　　　　　　　　　　　　　　　　保健センター
～タバコが子どもたちに与える影響～
“たじみ健康ハッピープラン”をご存じですか？多治見市では、健康でいきいきと幸せに暮らせるまちを目指した健康づ
くり計画を策定し、優先課題である食生活・運動・喫煙対策について各年代の行動目標を設定しています。
　その中の喫煙対策について、令和２年に「多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例」が施行されました。この
条例では、市の公共施設は屋内・屋外とも禁煙、既存の小規模飲食店も原則屋内禁煙、歩きタバコ禁止、２０歳未満の者
の周辺では禁煙などを定めています。条例や健康増進法の改正の効果もあってか、令和3年に実施した健康調査(市民約
3750人)では、受動喫煙の機会が全ての年代で大きく減少していました。受動喫煙による子どもへの影響として、喘息、
肺炎、気管支炎、中耳炎、発育・発達の遅れ、虫歯、風邪をひきやすく治りにくくなるなどがあります。成人後にがんになる
リスクもあります。周りの大人がタバコを吸っていなければ子どもたちは大きくなってもタバコを吸わないのが当然のこ
とと思うようになるでしょう。まずはタバコの害について知り、ぜひ親子でも話し合ってみてください。
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１月　12月の下校時刻　　　都合により変更することがあります。

15:15

16:05

15:15


